
道有林野賃貸借契約書

北海道（以下「甲」 という。） と有限会社JRTトレーディング
と連帯保証人ヨウテイ・インベストメンツ・ピーテイーワイ・ リ
という。） とは、道有林野の賃貸借について、次のとおり契約する。
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（賃借）

第1条甲は、その所有する次の道有林野を乙に賃貸し、乙は、その道有林野を賃借する。

（1） 所在・林班 蘭越町字湯里680－1 ． 680－3 ． 680-9
後志管理区171林班

（2） 地 目 山林 J
（3） ．数 量 664，194．71㎡

（用途）
第2条乙は、前条の道有林野
しなければならない。

(以下「貸付物件」 という。）をスキー場敷地として使用

I

（賃貸借期間）
第3条貸付物件の賃貸借の期間は、令和2年（2020年）4月1日から令和5年（2023年）
3月31日までとする。

2 乙は、貸付期間満了後において引き続き貸付物件を使用しようとするときは、貸付期
間満了の日の30日前までに、その旨を書面により甲に通知しなければならない。

（貸付料）
第4条貸付料は、次に掲げるとおりとする。
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1,762,768円

自令和3年（2021年） 4月1日

至令和4年（2022年） 3月31日

令和3年度

(2021年度）
1,962,093円

自令和4年（2022年） 4月1日

至令和5年（2023年） 3月31日

令和4年度

(2022年度）
1,962,093円

（貸付料等の納入）
第5条乙は、第4条に定める貸付料、第16条第2項に定める立木損失補償金、第14条第
1項に定める違約金、第20条第2項に定める原状回復の経費及び第22条第1項に定める
損害賠償金については、甲の発行する納入通知書により、その指定する期限までに納入
しなければならない。

2 乙は、前項に定める貸付料等（違約金を除く。）を納入期限までに納入しないときは、
当該納入期限の翌日から納入の日までの日数に応じ、未納額につき年10.75パーセント
の割合で計算した額（その金額が500円未満のときは、これを切り捨てる。）の違約金
を甲に支払わなければならない。

（貸付料の増額）
第6条甲は、経済事情の変動があった場合において、第4条の貸付料の額が不適当にな
ったときは、乙に対し、当該貸付料の額の増額を請求することカミできる。








